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西側上空から見た史跡と八ヶ岳連峰（平成 30年 5月撮影）

特別史跡は、 文化財保護法によって指定されます。 全国に数ある遺跡の中で重要なものを国が ｢ 史跡」

として指定します。 そのうち「 学術上の価値が特に高く、 我が国文化の象徴たるもの」（ 文化財保護法） が

｢ 特別史跡」 として指定されます。

史跡は、 全国に 1,847 件ありますが、 そのうち特別史跡に指定されているものは 63 件（ 令和 2 年 11

月２0 日現在） です。

また、縄文時代の特別史跡は三内丸山遺跡（ 青森県）、大湯環状列石（ 秋田県）、加曽利貝塚（ 千葉県）、

そして茅野市の尖石石器時代遺跡の４つしかありません。

｢ 特別史跡」 というの名前の重みがこのことからもわかります。

特別 史跡とは？

特別史跡であることを示す標柱

文化庁 特別史跡
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特別史跡指定の経緯を示す書類 自然が豊かな史跡周辺



尖石 石器時代遺跡とは？

特別史跡 ｢ 尖石石器時代遺跡」 は、 長野県茅野市の東部、 八ヶ岳の西麓にある縄文時代中期集落遺

跡です。

尖石遺跡は明治時代からその存在が知られていましたが、 昭和 5 年に始まる地元研究者の宮坂英弌に

よる発掘調査によって、 日本で初めて縄文時代の集落の構造が明らかにされ、 今日では「 縄文時代集落

研究の原点」 として日本考古学史の中で高い評価を得ています。

昭和 17 年（ 1942 年） 10 月 14 日に史跡に指定された後、 昭和 27 年（ 1952 年） 3 月 29 日に

縄文時代の遺跡として最初の特別史跡に指定され、 平成 5 年（ 1993 年） 4 月 6 日に尖石遺跡の北に

ある浅い谷と与助尾根遺跡、及び与助尾根南遺跡の一部が追加指定されました。 令和 3 年 3 月 26 日には、

史跡北東側の尾根と沢及び史跡南側の谷部が追加指定されました。

史跡の名前の由来となった「尖石さま」とその周辺

尖石縄文考古館
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史跡の説明板 蛇体把手付深鉢形土器 宮坂英弌と発掘された住居址（4号住居址）

尖石のシンボルといわれる土器です（長野県宝）
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整備 基本計画とは？

茅野市では、 郷土の貴重な文化遺産の公開と活用を図るため、 平成 6 年（ 1994 年） 3 月に、 当時

未整備であった尖石遺跡を核に与助尾根遺跡を含めた特別史跡「 尖石石器時代遺跡」 とその周辺を、「 八ヶ

岳山麓の縄文文化を感じとり、 体験できる場として整備する」 ことを目的とする『 特別史跡尖石遺跡整備基

本計画』 を策定しました。

この『 基本計画』 に基づき、平成 12 年（ 2000 年） の新尖石考古館（ 現尖石縄文考古館） のリニュー

アルに合わせ、 平成 10 年度（ 1998 年度） から平成 20 年度（ 2008 年度） まで史跡整備（ 第 1 期）

を行いましたが、 事業の開始から 15 年が経過する中で、 史跡の保存管理及び整備活用をめぐるさまざま

な課題が生じてきました。

茅野市及び茅野市教育委員会では、 こうした史跡が抱えるさまざまな課題を解決し、 史跡を適切に保存

尖石 整備基本計画
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活用の一つ：尖石縄文まつり

史跡からの出土土器のほか、
国宝土偶 2体もここで展示されています‼

尖石縄文考古館

イベントイベント

情報発信情報発信

史跡をイベントなどで
使うことや史跡に隣接
する尖石縄文考古館で
の情報発信も整備のひ
とつです


